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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
枠体と放熱板とを備える筐体内に回路基板を収容すると共に、
　取付け母体に対し、前記放熱板が取り付けられる電気接続箱であって、
　前記放熱板には、その周縁部から段差状に屈曲して延出されてなる、前記取付け母体へ
の取付けブラケットが設けられており、
　その取付けブラケットの先端部には、取付け母体に宛われて締結部材により前記取付け
母体に密着して固定される取付け座面が設けられ、
　前記放熱板には、その周縁部から延びて前記取付け母体との間に空隙を介して位置する
補助放熱板部が設けられており、前記補助放熱板部の先端には、前記取付け母体に対して
略一様な寸法の空隙を介して対向する輻射放熱部が設けられていることを特徴とする電気
接続箱。
【請求項２】
前記補助放熱板部は、前記取付けブラケットの近傍に、それに沿うように形成されている
ことを特徴とする請求項１記載の電気接続箱。
【請求項３】
前記補助放熱板部は、前記取付けブラケットと一体に連なるように形成されていることを
特徴とする請求項１記載の電気接続箱。
【請求項４】
前記回路基板は、プリント配線板の一方の面にスイッチング素子を実装すると共に、他方
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の面に前記スイッチング素子と接続される複数本のバスバーを接着してなる回路構成体で
あり、前記バスバー側に前記放熱板が接着されることを特徴とする請求項１ないし請求項
３のいずれかに記載の電気接続箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、筐体に回路基板を収容してなる電気接続箱に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、車載電源から各種電装品に電力を分配する電気接続箱としては、特許文献１
記載のものが知られている。このものは、枠体の一方の開口に放熱板を取り付けて、容器
状の筐体とし、内部に回路基板を収容し、枠体の他方の開口にカバーを取り付けてなる。
この放熱板には電気接続箱を車両に取り付けるための取付けブラケットが形成されており
、この取付けブラケットに形成されたボルト挿通孔にボルトが挿通されて車両のボディに
螺合されることにより、電気接続箱は車両に取り付けられるようになっている。
【０００３】
　上記した回路基板には電源からの大電流が流れるため、回路基板からの発熱量はそれに
応じて比較的大きなものとなる。回路基板から発生した熱により電気接続箱内が高温にな
ると、回路基板に実装された電装品が誤作動を起こしたり変形したりするおそれがある。
このため回路基板から発生した熱は電気接続箱の外部に速やかに放散されることが望まし
い。そこで従来の電気接続箱においては、回路基板に絶縁材を介して放熱板を取付け、更
には放熱板をボディに接触させて放熱することにより、回路基板から発生した熱が放熱板
から放散されるようになっている。
【特許文献１】特開２００４－４０８７３公報（第６図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　近年、自動車には安全性及び快適性の向上が求められており、これに伴って、車載電装
品の数が増加している。これにより電気接続箱の回路基板に流れる電流も大きなものとな
り、回路基板からの発熱量も増大する傾向にあるため、電気接続箱の放熱性の更なる向上
が求められている。電気接続箱の放熱性を向上させるためには放熱板を大型化すればよい
とも思える。しかし電気接続箱はエンジンルーム内などの限られた収容空間内に取り付け
られている。このため、単に放熱板を大きくしただけではバッテリーやエンジンなど他の
部品と干渉するおそれがあるから、電気接続箱の収容空間を効率的に利用するための工夫
が必要となる。
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、放熱性の向上を図ると
共に、空間を効率的に利用した電気接続箱を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するための手段として、請求項１の発明は、枠体と放熱板とを備える
筐体内に回路基板を収容すると共に、取付け母体に対し、前記放熱板が取り付けられる電
気接続箱であって、前記放熱板には、その周縁部から段差状に屈曲して延出されてなる、
前記取付け母体への取付けブラケットが設けられており、その取付けブラケットの先端部
には、取付け母体に宛われて締結部材により前記取付け母体に密着して固定される取付け
座面が設けられ、前記放熱板には、その周縁部から延びて前記取付け母体との間に空隙を
介して位置する補助放熱板部が設けられており、前記補助放熱板部の先端には、前記取付
け母体に対して略一様な寸法の空隙を介して対向する輻射放熱部が設けられていることを
特徴とする。
【０００７】
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　請求項２の発明は、請求項１記載のものにおいて、前記補助放熱板部は、前記取付けブ
ラケットの近傍に、それに沿うように形成されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項３の発明は、請求項１記載のものにおいて、電気接続箱前記補助放熱板部は、前
記取付けブラケットと一体に連なるように形成されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４の発明は、請求項１ないし請求項３のいずれかに記載のものにおいて、前記回
路基板は、プリント配線板の一方の面にスイッチング素子を実装すると共に、他方の面に
前記スイッチング素子と接続される複数本のバスバーを接着してなる回路構成体であり、
前記バスバー側に前記放熱板が接着されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１１】
　＜請求項１の発明＞
　請求項１の発明によれば、放熱板から補助放熱板部に伝達された熱は、空気に放熱され
ると共に、取付け母体に対して輻射により伝熱される。これにより、回路基板から発生し
た熱は放熱板及び補助放熱板部の双方から放散されるから、電気接続箱の放熱性を向上さ
せることができる。
【００１２】
　また、補助放熱板部は、放熱板と取付け母体との間の空間に位置するようになっている
。これにより、補助放熱板部を、エンジンやバッテリー等の部品と干渉することなく放熱
板から延設できるから、電気接続箱の収容空間を効率よく利用できる。
　また、輻射放熱部と取付け母体との間には略一様な寸法の空隙が形成されているから、
この空隙を介して、輻射放熱部から取付け母体へ、輻射によって効率よく伝熱できる。こ
れにより電気接続箱の放熱性を向上できる。
【００１３】
　＜請求項２の発明＞
　請求項２の発明によれば、補助放熱板部は取付けブラケットの近傍に、それに沿うよう
に延出されているから、電気接続箱と取付け母体との間の空間のうち、取付けブラケット
近傍の空間内に位置するようになっている。従来、取付けブラケット近傍の空間はデッド
スペースとなっていたので、請求項２の発明によれば空間を効率的に利用して補助放熱板
部を形成できる。
【００１４】
　＜請求項３の発明＞
　請求項３の発明によれば、補助放熱板部は取付けブラケットと一体に連なるように形成
されているから、補助放熱板部により取付けブラケットを補強することができる。また、
補助放熱板部の剛性も、取付けブラケットにより向上するので、車両の振動により補助放
熱板部が振動することを防止できる。
【００１６】
　＜請求項４の発明＞
　スイッチング素子には大きな電流が流れるから、発熱量も比較的大きい。このため、ス
イッチング素子から発生した熱を効率よく電気接続箱の外部に放散することが望まれる。
【００１７】
　請求項４の発明によれば、スイッチング素子から発生した熱は、スイッチング素子と接
続されたバスバーに伝達された後、バスバーと接着された放熱板から電気接続箱の外部へ
と効率よく放散されるようになっている。これにより電気接続箱内が高温になることを防
止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　本発明の一実施形態を図１ないし図７によって説明する。図１ないし図３に示すように
、本実施形態の電気接続箱１０は車両に搭載されるものであって、扁平形状の筐体１１内
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に回路構成体１２（本発明の回路基板に相当）を収容してなる。
【００１９】
　筐体１１は、図２に示すように上下を開放した枠体１３を上方からカバー１４で覆うと
共に、枠体１３に下方から放熱板１８を取付けてなる。枠体１３は長方形の一つの角を落
としたような形状をなしており、全周にわたって切れ目無く連続して回路構成体１２を包
囲するようになっている。この枠体１３の側壁の外側面には、後述するロック片１５に係
止するためのロック突部１６が設けられている。一方、カバー１４の側壁には、ロック突
部１６と対応する位置に、撓み変形可能なロック片１５が設けられている。このカバー１
４の上壁には、図２における右奥側の両端部寄りの位置にカバー取付孔１７が形成されて
いる。カバー１４と枠体１３とは、ロック片１５がロック突部１６に弾性的に係止される
と共に、カバー取付孔１７に挿入された図示しないビスが枠体１３にわたってねじ込まれ
ることにより結合されている。また、枠体１３の下面には、放熱板１８との位置決めをす
るための位置決めピン（図示せず）が下方に突設されている。
【００２０】
　図３に示すように、枠体１３の内側には回路構成体１２が収容されている。この回路構
成体１２は、枠体１３の内周と略同じ形状をなすプリント配線板１９の上面にプリント配
線手段によって制御回路を形成すると共に、ここにスイッチング素子２０（本実施形態で
はリレー）を実装して構成され、その下面に複数本のバスバー２１をスイッチング素子２
０の端子と電気的に接続した状態で沿わせてある。なお、バスバー２１群は、絶縁性を有
する薄い接着シート（図示せず）を介してプリント配線板１９と一体的に貼り付けられて
いる。回路構成体１２のうち、図２における左手前側には、スルーホール２２が形成され
ており、後述するＰＣＢコネクタ２３の端子２４が挿入されている。
【００２１】
　バスバー２１群は、金属板を打ち抜いて形成され、電力回路となる所定の導電路を形成
している。これらのバスバー２１群は、回路構成体１２のうち、図２における右奥側の端
縁から、並んで突出するようになっている。バスバー２１群のうち、図２において最も左
奥側に配された１本を除いて、ほぼ左側の領域にわたって配されたものは、回路構成体１
２の上面側において二度直角曲げされることで、先端が図２の右手奥側に向けて突出して
おり、かつ、先端にスリット２５が形成されて、図示しないヒューズが挿入可能となって
いる。また、残りのバスバー２１は、さらに二度直角曲げされることで、先端が図２にお
ける左手前側に向けて突出している。
【００２２】
　図３における回路構成体１２の左端部には、ＰＣＢコネクタ２３が取り付けられている
。このＰＣＢコネクタ２３は、横長形状で、図３における左方に開口した合成樹脂製のコ
ネクタハウジング２６を備えている。このコネクタハウジング２６には、Ｌ形に曲げ形成
された端子２４が、一端を開口内に突出させ、他端を奥壁を貫通して下向きに突出させた
姿勢で、並んで装着されている。各端子２４の下向きの突出端は、回路構成体１２に開口
されたスルーホール２２に上方から挿入されて、制御回路と半田付けされている。コネク
タハウジング２６の下面からは円筒形をなす固着部２７が下方に垂下して形成されており
、コネクタハウジング２６と回路構成体１２とは、回路構成体１２の下面側から貫通させ
たビス２８を固着部２７に螺合することにより固着されている。
【００２３】
　図３における回路構成体１２の右端部には、ヒューズブロック２９が取り付けられてい
る。このヒューズブロック２９は合成樹脂製であって、横長形状に形成されている。ヒュ
ーズブロック２９の長さ方向の両端部には、図１における左手前側に開口したコネクタ部
３０が設けられると共に、その間の一側にヒューズ装着部３１が、他側に端子収容部３２
がそれぞれ設けられている。
【００２４】
　ヒューズ装着部３１には、図示しないヒューズが装着される複数の装着孔（図示せず）
が、図３における右方に開口して設けられ、各装着孔では、その下部側に、図３における
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右方に突出して形成されるバスバー２１が装着され、ロック６０で保持されると共に、上
部側には、このバスバー２１と対をなすタブ状の接続片３３の一端が同じく装着され、接
続片３３の他端は、図２における左手前側に突出するようになっている。一方、コネクタ
部３０と、端子収容部３２とには、図２における左手前側に突出して形成されるバスバー
２１が収容されている。
【００２５】
　ヒューズブロック２９のうち、ヒューズ装着部３１と端子収容部３２とにわたる領域の
、図２における左手前側には、中継コネクタ３４が結合されている。この中継コネクタ３
４には、ヒューズ装着部３１及び端子収容部３２から、図２における左手前側に突出した
接続片３３及びバスバー２１が、中継コネクタ３４の、図２における左手前側に開口した
嵌合部３５内に突出するようになっている。
【００２６】
　回路構成体１２及び枠体１３の下側には、放熱板１８が取り付けられている。この放熱
板１８は、スイッチング素子２０などから発生する熱を放熱するためのものであって、熱
伝導率の高いアルミニウム等の金属板により枠体１３の外形とほぼ同じ形状に形成されて
いる。放熱板１８のうち、図３における左端部には、ＰＣＢコネクタ２３に装着された端
子２４のうち、回路構成体１２の下面側に突出した端部との干渉を避けるため、及び、コ
ネクタハウジング２６と回路構成体１２とを固着させるためのビス２８と放熱板１８とが
干渉するのを防止するために、逃がし凹部３６が形成されている。放熱板１８の周縁部に
は、図２に示すようにねじ（例えばタッピンねじ）を挿入するための放熱板取付孔３７と
、枠体１３の位置決めピン（図示せず）が挿入される位置決め孔３８が形成されている。
枠体１３と放熱板１８とは、位置決めピン（図示せず）が位置決め孔３８内に挿入された
状態で、放熱板１８の周縁部が枠体１３の下面に接着されると共に、ねじをねじ込むこと
で固定されている。一方、放熱板１８の上面には、回路構成体１２のバスバー２１が、絶
縁性の接着剤によって接着されている。
【００２７】
　放熱板１８と、放熱板１８の外周に沿って立ち上がる形態の枠体１３とにより形成され
た空間内には、防水手段としてポッティング剤（図示せず）が充填されており、回路構成
体１２の表面がポッティング剤で被覆されることによって防水性が確保されている。
【００２８】
　さて、放熱板１８には、図４における右端縁のうち上端寄りの位置から、大まかには図
４における右方（枠体１３とは反対側）に延出した形態の板状の取付けブラケット３９が
段差状に屈曲して形成されている。この取付けブラケット３９は、詳細には、放熱板１８
の図５における右端縁に連なると共に、この放熱板１８の右端縁に対して斜め下右方へ延
出する傾斜部４０と、傾斜部４０の右端縁から放熱板１８と略平行に右方に延出する略方
形をなす取付け座面４１とからなる。取付け座面４１には、略円形のボルト孔４２が貫通
して形成されているとともに、取付け座面４１の右端縁からボルト孔４２に達する切込み
４３が形成されている。このボルト孔４２にボルト５０（本発明の締結部材に相当）が挿
入されて、車両のボディ４４（本発明の取付け母体に相当）に形成された図示しない雌ネ
ジ孔に螺合されることにより、電気接続箱１０が車両に取り付けられるようになっている
。
【００２９】
　放熱板１８には、図４における右端縁のうち取付けブラケット３９が延出された部分よ
りも内側の位置から、大まかには図４における右方（取付けブラケット３９の延出方向）
に延出した形態の板状の補助放熱板部４５が形成されている。この補助放熱板部４５は、
詳細には、放熱板１８の図５における右端縁に連なると共に、この放熱板１８の右端縁に
対して斜め下右方（傾斜部４０に沿う方向）へ延出されている。補助放熱板部４５の幅方
向（図４における上下方向）の寸法は、後述する取付け面４４Ａの表面形状にあわせ、放
熱板１８の幅寸法よりも小さく設定されており、全体として幅方向に細長い形状をなす。
補助放熱板部４５の、放熱板１８からの延出方向への長さ寸法は、傾斜部４０の、放熱板
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１８からの延出方向への長さ寸法よりもやや短くなっている。補助放熱板部４５の図４に
おける上端縁は傾斜部４０と一体に連なっている（図６参照）。このように補助放熱板部
４５と傾斜部４０とが一体に連なっていることにより、補助放熱板部４５により取付けブ
ラケット３９を補強することができる。また、補助放熱板部４５の剛性も、取付けブラケ
ット３９により向上するので、車両の振動により補助放熱板部４５が振動することを防止
できる。
【００３０】
　補助放熱板１８の図５における右端縁からは、放熱板１８と略平行に右方に延出された
形状の輻射放熱部４６が形成されている。輻射放熱部４６の幅方向（図４における上下方
向）の寸法は補助放熱板部４５の幅寸法と略同じ寸法とされ、全体として幅方向に細長い
形状をなす。図４における輻射放熱部４６の右端縁は、傾斜部４０、補助放熱板部４５及
び放熱板１８の右端縁に対して傾斜しており、輻射放熱部４６の図４における左右方向の
寸法は、下端縁から上端側に向かって次第に大きくなっている。
【００３１】
　輻射放熱部４６の図４における上端縁は、取付け座面４１と一体に連なっている。これ
により、輻射放熱部４６が取付け座面４１により補強されるから、車両の振動により輻射
放熱部４６が振動することを防止できる。また、取付け座面４１は、輻射放熱部４６より
も図５における下方に位置しており（図６参照）、取付け座面４１と輻射放熱部４６との
間には叩き出しにより段差４７が形成されている。
【００３２】
　尚、取付けブラケット３９、補助放熱板部４５及び輻射放熱部４６の表面（上面）は、
枠体１３に形成された略板状のブラケットカバー４８によりほぼ密着する形態で覆い隠さ
れている（図３参照）。これにより、放熱板１８、取付けブラケット３９、補助放熱板部
４５、及び輻射放熱部４６の周縁部が枠体１３により覆われるから、作業者がこれらの周
縁部に触れて怪我をするのを防止できる。また、このブラケットカバー４８には、ボルト
孔４２と対応する貫通孔４９が形成され、貫通孔４９にカラー６１を装着した状態で、カ
ラー６１と放熱板１８とを介して、ボディ４４へボルト締めされている。
【００３３】
　また、上記の電気接続箱１０は、自動車に搭載されるときには、取付けブラケット３９
を上方に向けた縦向きの姿勢で、ボディ４４に取り付けられるようになっている。
【００３４】
　次に、本実施形態の作用、効果について説明する。
　電気接続箱１０は、ボディ４４の凹凸及び作業隙をさけて、ボディ４４の鉛直方向の略
平坦な取付け面４４Ａに取り付けられる。取付けに際しては、前述したように、電気接続
箱１０を、放熱板１８に形成された取付けブラケット３９が上端側に位置するとともに、
放熱板１８の裏面がボディ４４の取付け面４４Ａと対向するように向きを整え、かかる状
態で、表面側からボルト５０を貫通孔４９とボルト孔４２に差込み、取付け面４４Ａに形
成されている雌ネジ孔（図示せず）に螺合する。この際、電気接続箱１０は、ブラケット
カバー４８に挿入されたカラー６１と放熱板１８とを介してボディ４４に固定されるから
、ボルト締め付け及び車両の振動によりボルト５０の締め付け部分に大きな力が加わって
も、ブラケットカバー４８が割れることを防止でき、強固に固定できる。
【００３５】
　ボディ４４に電気接続箱１０が取り付けられた状態では、取付けブラケット３９の取付
け座面４１の裏面が取付け面４４Ａに対して面接触状態で密着する。また、取付けブラケ
ット３９に傾斜部４０が形成されていること、及び取付け座面４１と輻射放熱部４６との
間に段差４７が形成されていることから、放熱板１８、補助放熱板部４５及び輻射放熱部
４６と、取付け面４４Ａとの間には所定の空間が形成されている。これら放熱板１８、補
助放熱板部４５及び輻射放熱部４６と、取付け面４４Ａとの間の空隙５１に、放熱板１８
、補助放熱板部４５及び輻射放熱部４６から放出された熱が、放散される。
【００３６】
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　ボディ４４は、プレスにより製造されたパーツを溶接して一体に形成されているので、
ボディ４４表面にはプレスや溶接により形成された細かな凹凸が存在する。輻射放熱部４
６をボディ４４に対して浮かせることで、輻射放熱部４６を取付け座面４１と一平面的に
ボディ４４に接続する場合に比べて、接地面積を少なくすることができる。これにより、
輻射放熱部４１が、ボディ４４の表面にプレスや溶接により形成された凸部５２に乗り上
げる確率が減り、より密着させた状態で固定できる（図７参照）。
【００３７】
　回路構成体１２に実装されたスイッチング素子２０に電流が流れることにより、スイッ
チング素子２０が発熱する。スイッチング素子２０から発せられた熱は、端子を介してバ
スバー２１に伝達され、バスバー２１と接着された放熱板１８に伝達される。このときバ
スバー２１にも電流が流れてバスバー２１からも熱が発生し、この熱も放熱板１８に伝達
される。そして、放熱板１８から空隙５１に放出される。また、この空隙５１には、放熱
板１８だけでなく、取付けブラケット３９の傾斜部４０、補助放熱板部４５、及び輻射放
熱部４６も臨んでおり、放熱板１８から傾斜部４０、補助放熱板部４５、及び輻射放熱部
４６に伝達された熱も空隙５１に放出される。さらに、放熱板１８、傾斜部４０、補助放
熱板部４５、及び輻射放熱部４６からは、空隙５１を介してボディ４４に対して輻射によ
り熱が伝達される。特に、輻射放熱部４６と取付け面４４Ａとの間の空隙５１は略一様な
寸法になっているから、効率よく熱を輻射により伝達することができる。また、取付け座
面４１に伝達された熱は、面接触する取付け面４４Ａからボディ４４へと伝達される。
【００３８】
　このように本実施形態によれば、放熱板１８に加えて、取付けブラケット３９、補助放
熱板部４５及び輻射放熱部４６からも放熱することができるから、電気接続箱１０の放熱
性を向上させることができ、電気接続箱１０内が高温になることを防止できる。
【００３９】
　また、補助放熱板部４５は、放熱板１８とボディ４４との間の空間に位置するようにな
っている。これにより、補助放熱板部４５を、エンジンやバッテリー等の部品と干渉する
ことなく放熱板１８から延設できるから、電気接続箱１０の収容空間を効率よく利用でき
る。
【００４０】
　さらに、輻射放熱部４６と、取付け面４４Ａとの間には空隙５１が形成されており、こ
の空隙５１における放熱板１８、補助放熱板部４５、及び輻射放熱部４６と、取付け面４
４Ａとの間隔は、ボディ４４の表面にプレスや溶接により形成された凸部５２が、輻射放
熱部４６と干渉しないように設定されている（図７参照）。これにより、より密着させた
状態で固定できる。
【００４１】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれ、さらに、下記以外にも要旨を逸脱
しない範囲内で種々変更して実施することができる。
【００４２】
　（１）本実施形態においては、取付けブラケット３９と補助放熱板部４５とは一体に連
なって形成される構成としたが、これに限られず、取付けブラケット３９と、補助放熱板
部４５とを別体とし、補助放熱板部４５を取付けブラケット３９の近傍に、それに沿うよ
うに形成してもよい。
【００４４】
　（２）本実施形態においては、補助放熱板部４５は、取付けブラケット３９と一体に連
なるように形成されたが、これに限られず、例えば補助放熱板部４５は、放熱板１８のう
ち取付けブラケット３９が形成された周縁部とは異なる周縁部から延出される構成として
もよく、取付けブラケット３９と離間した状態で形成される構成とすることができる。
【００４５】
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　（３）本実施形態においては、スイッチング素子２０としてリレーを用いたが、これに
限られず、半導体リレーを用いてもよい。
【００４６】
　（４）本実施形態においては、放熱板１８に取付けブラケット３９、補助放熱板部４５
、及び輻射放熱部４６を一体形成したが、本発明によれば、取付けブラケット３９、補助
放熱板部４５、又は輻射放熱部４６を放熱板１８とは別体部品としてもよい。この場合、
取付けブラケット３９、補助放熱板部４５、又は輻射放熱部４６の材質は、放熱板１８と
同じでもよく、また放熱板１８とは異なる材質でもよい。
【００４７】
　（５）本実施形態においては、ブラケットカバー４８により取付けブラケット３９、補
助放熱板部４５、及び輻射放熱部４６が覆われる構成としてが、これに限られず、ブラケ
ットカバー４８に開口部を設けて取付けブラケット３９、補助放熱板部４５、又は輻射放
熱部４６が露出する構成としてもよい。これにより開口部から露出した取付けブラケット
３９、補助放熱板部４５、又は輻射放熱部４６からも放熱できるから、電気接続箱１０の
放熱性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の一実施形態に係る電気接続箱の斜視図
【図２】電気接続箱の分解斜視図
【図３】電気接続箱の断面図
【図４】放熱板の平面図
【図５】放熱板の側面図
【図６】放熱板の斜視図
【図７】放熱板の背面図
【符号の説明】
【００４９】
　１０…電気接続箱
　１１…筐体
　１２…回路構成体（回路基板）
　１８…放熱板
　１９…プリント配線板
　２０…スイッチング素子
　２１…バスバー
　３９…取付けブラケット
　４１…取付け座面
　４４…ボディ（取付け母体）
　４５…補助放熱板部
　４６…輻射放熱部
　５０…ボルト（締結部材）
　５１…空隙
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